
特 別 徴 収 義 務 者 （ 給 与 支 払 者 ）

郵便番号 ―
特別徴収義務者

指定番号

特別徴収切替届出（依頼）書

令和 年 月 日大阪市長 あて

所 在 地
（ 住 所 ）

フリガナ

名 称
（ 氏 名 ）

連絡先
所
属

氏
名

電
話

法人番号
(個人番号は記載不要)

【
ご

注

意

】

納期を経過した普通徴収税額を特別徴収に切り替えることはできませんので、納税義務者ご本人様より納付してください。

切り替え対象となる普通徴収税額の各納期について、納期限を過ぎて本届出（依頼）書をご提出いただいた場合、その納期分は

切り替えせず、その翌期分から切り替えいたします。

【普通徴収税額の納期限】　第１期：６月３０日　第２期：８月３１日　第３期：１０月３１日　第４期：１月３１日　（いずれも土・日・祝休日の場合はその翌開庁日）

給
与
所
得
者

フリガナ 生年月日

氏 名

住 所
（１月１日）

日

郵便番号 ―

２：大正
３：昭和
４：平成

→

元号 年 月

-

年 税 額 円 納

付

済

期

〇特別徴収開始月（６月を除く）は毎月10日までに届いたものは届いた月の翌月より特別徴収を開始し、

　11日以降に届いたものは届いた月の翌々月より特別徴収開始となります。

普通徴収税額の
口座振替該当有無

有　　・　　無

期分（月随時分）まで納付済

台帳番号 -

納 付 済 額 円

〇給与所得者欄の年税額・納付済額・納付済期・台帳番号欄は、把握していない場合は記入不要です。

※下記の欄には記入しないでください。

本
市
処
理
欄

納付書(1・2・3・4期・全・随) 無 ｜通知書　有・無｜領収書　有・無

切替入力　可・不可｜　　　　月　　　　　　　　円、　　　　月　　　　　　　　円

処理不可　全納　・　別特　・　課資無　・　宛無　・他市　・　新年度のみ

〇６月からの特別徴収開始を希望される場合は、その年の４月10日までに本届出（依頼）書を提出してください。

 ※４月11日以降に本届出（依頼）書が届いた場合には、７月以降に特別徴収が開始されますのでご留意ください。

　　４月10日（土・日・祝休日の場合は翌開庁日）までに届いた場合・・・・・・・・・・・・・ ６月から特別徴収開始

　　４月11日～６月10日（土・日・祝休日の場合は翌開庁日）までに届いた場合・・・ ７月から特別徴収開始

６月11日～７月10日（土・日・祝休日の場合は翌開庁日）までに届いた場合・・・・・・ ８月から特別徴収開始

７月11日～８月10日（土・日・祝休日の場合は翌開庁日）までに届いた場合・・・・・・ ９月から特別徴収開始

【留意事項】


